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新型コロナウイルスに関するお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大防止およ
び株主の皆さまの安全確保の観点から、
書面またはインターネットによる事前の
議決権行使をご推奨申し上げます。
ご出席される場合には、マスクの着用
等適切な感染防止策にご協力いただき
ご来場賜りますようお願い申し上げま
す。ご不便をおかけいたしますが、ご理
解ご協力のほど宜しくお願い申し上げま
す。

証券コード：8559

2023年６月29日（木曜日）
午前９時30分（開場：午前８時45分）

日時

大分市王子中町４番10号
当行本店８階会議室
※ 末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

場所

昨年同様、ご出席の株主さまへのお土産を取りや
めさせていただきます。何卒ご理解を賜りますよう
お願い申し上げます。
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証券コード 8559
2023年６月９日

（電子提供措置の開始日2023年６月６日）
株 主 各 位

大分市王子中町４番 10号

代表取締役頭取 権 藤 淳

第105回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
また、新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さまに

謹んでお見舞い申し上げます。一日も早いご回復を心よりお祈り申し上げます。
さて、当行第105回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申

し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の当

行ウェブサイト（https://www.howabank.co.jp）に「第105回定時株主総会招
集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
株主の皆さまにおかれましては、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するた

め、書面またはインターネットにより事前に議決権を行使していただくようお願い
申し上げます。お手数ながら後記の株主総会参考書類または電子提供措置事項に掲
載の株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年６月28日（水曜日）午後５時30
分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。
なお、ご出席される場合には、マスクの着用等適切な感染防止策にご協力いただ

きご来場賜りますようお願い申し上げます。
敬 具

記
１. 日 時 2023年６月29日（木曜日）午前９時30分 （開場午前８

時45分）
２. 場 所 大分市王子中町４番10号

当行本店８階会議室
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３. 目 的 事 項

報 告 事 項 第105期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件（監査等委員会設置会社移行に係る規定

の新設等）
第３号議案 定款一部変更の件（Ｆ種優先株式に係る規定の新設等）
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
第５号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第６号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額

決定の件
第８号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ

うお願い申し上げます。
本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載し

た書面を送付しております。ただし、電子提供措置事項のうち、「株主資本等変動計算書」及び
「計算書類の個別注記表」につきましては法令及び当行定款第16条の規定に基づき、本書面には
記載しておりません。
なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している当行ウェブサイトに修正内容を

掲載させていただきます。
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株主総会にご出席の場合

株主総会にご出席されない場合

郵送で議決権を行使される場合

インターネットで議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

行使期限

行使期限

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご
投函ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成
の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

インターネットによる議決権行使のご案内（4頁）をご参照のうえ、「スマート
行使」による方法もしくは議決権行使コード・パスワードをご入力する方法に
よって、議案に対する賛否をご入力ください。

2023年6月29日（木曜日）
午前9時30分
（受付開始予定時刻 午前8時45分）

2023年6月28日（水曜日）
午後5時30分到着分まで

2023年6月28日（水曜日）
午後5時30分まで

議決権行使書と電磁的方法（インターネット）により、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによ
る議決権行使を有効とさせていただきます。また、インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最
後に行われた議決権行使を有効とさせていただきます。

ご
注
意

議決権行使のご案内
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－ 議決権行使期限 －
2023年６月28日（水）
午後５時30分まで

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法「スマート行使」

インターネットによる議決権行使は、スマートフォンまた
はパソコン等から議決権行使ウェブサイトにアクセスいただ
き、画面の案内に従って行使していただきますようお願いい
たします。

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトに
ログインすることができます。

1 議決権行使書用紙右下に記載の
QRコードを読取ってください。

2 以降は画面の案内に従って賛否を
ご入力ください。

「スマート行使」の議決権行使は１回のみ可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、次頁の方法で再度議決権行使を
お願いいたします。

※ ｢QRコード」は株式会社デンソーウェーブの
登録商標です。
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ログインID・仮パスワードを入力する方法

「次へすすむ」をクリック

2 議決権行使書用紙に記載された「議決
権行使コード」をご入力ください。

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスし
てください。

3 議決権行使書用紙に記載された「パス
ワード」をご入力ください。

4 以降は画面の案内に従って賛否をご入
力ください。

「次へ」をクリック

｢議決権行使コード」
を入力

｢初期パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

ご注意事項

■インターネットにより議決権行使をされる
場合は、郵送によるお手続きは不要です。

■郵送とインターネットにより、二重に議決
権行使をされた場合は、インターネットに
よる議決権行使の内容を有効として取り扱
わせていただきます。

　

■インターネットにより、複数回数にわたり
議決権行使をされた場合は、最後に行われ
た議決権行使の内容を有効として取り扱わ
せていただきます。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部
インターネットヘルプダイヤル

0120－768－524
（受付時間 年末年始除く９：00～21：00）

以上

議決権行使ウェブサイト
https://soukai.mizuho-tb.co.jp/
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第105期（2022
2023

年
年
4
3
月
月
1
31
日から
日まで）事業報告

１．当行の現況に関する事項
（１）事業の経過及び成果等
【主要な事業内容】

当行は、本支店において、預金業務、貸出業務のほか、為替業務、証券
業務、投資信託・保険商品の窓口販売業務等を通じ、地域のお客さまにさ
まざまな金融商品・金融サービスをご提供しております。
加えて、「Ｖサポート業務」を本業として位置づけ、お客さまの販路開

拓・売上向上のためのお手伝いや業務プロセスの改善に向けたご提案など
の活動を積極的に行っております。

【金融経済環境】
2022年度の国内経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が弱まり、人

の往来が回復してきたことに加え、外国人観光客の流入が増えた効果もあ
り、飲食業・宿泊業を中心に改善傾向にあります。しかしながら、2021年
度に引き続き、ロシアによるウクライナ侵攻や新型コロナウイルス感染症
による供給能力の低下等により原材料価格が高騰したことに加え、OPECプ
ラスの加盟国等による産油量の調整によりエネルギー資源価格も高騰し、
さらに海外金利の上昇を起因とする円安が物価高に拍車をかけたことから、
企業業績のみならず国民生活にも少なからず悪影響を及ぼしました。加え
て、人手不足も深刻化していることから、今後、国内経済は一段と厳しい
状況に置かれるとともに、不透明感が増すものと考えられます。
金融環境につきましては、米国や欧州の中央銀行が物価高に対処するた

め、2022年度も数回にわたり政策金利を引き上げた一方、日本銀行はマイ
ナス金利政策を堅持したことで、円安水準が続いております。また、海外
市場における長期金利の上昇により金融機関が保有する債券の時価が下落
した影響で、米国のシリコンバレーバンクやスイスのクレディ・スイス等
の金融機関が破綻したり買収等を強いられるなど、金融システムに対する
信頼感が大きく揺らぐ結果となりました。
そのような中、当行の主要な営業基盤である大分県経済は、新型コロナ

ウイルス感染症による影響は徐々に弱まり、国内客やインバウンド客が戻
ってきており、観光業、宿泊業、飲食業等を中心に回復しつつあります。
他方、原材料やエネルギー資源等の価格高騰、人手不足等の問題は県内の
中小企業・小規模事業者にあまねく影響を及ぼしており、大分県経済は極
めて不透明な状況に陥っております。
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【事業の経過及び成果】
このような経営環境の中、当行は「地域への徹底支援による地元経済の

活性化」という基本方針のもと、
（1）「地域への徹底支援」
（2）「経営基盤の強化」

の２つの取組方針を掲げ、中小企業等のお客さまの成長･発展に向け、円滑
な資金供給に努めるとともに、経営改善支援の取組みを徹底し、地域経済
の発展に貢献していくことに全力で取り組み、地元のお客さまにとって
「地元大分になくてはならない銀行」となることを目指しております。
特に、経営改善を必要とされるお客さまに対しては、「Ｖサポート業務」

「経営改善応援ファンド」「資金繰り安定化ファンド」を経営改善支援スキ
ームの３本柱として施策の中心に据え、取り組んでおります。
これら３つの取組みの2022年度末における実績は以下のとおりでありま

す。

＜販路開拓コンサルティング業務「Ｖサポート」＞（2016.11からの累計）

2022年度末 前年度末比
契約先数累計（売り手先） 100先 +2先
販路開拓先数累計（買い手先） 1,809先 +365先
契約先への売上貢献額累計 2,863百万円 +653百万円

＜経営改善応援ファンド＞

2022年度 前年度比

取扱金額（年間） 5,696百万円 +656百万円

＜資金繰り安定化ファンド＞

2022年度 前年度比
取扱金額（年間） 2,923百万円 △430百万円

これら３つの取組みに加え、お客さまの経営改善支援に向けたさまざま
な取組みにより、2022年度の業績は以下のとおりとなりました。
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＜預 金＞
預金は法人預金の減少等により、前年度末比23百万円減少の5,623億91

百万円となりました。
＜貸 出 金＞
貸出金は地域の中小企業のお客さまに対する円滑な資金供給に努めた結
果、前年度末比25億61百万円増加し、4,203億４百万円となりました。
＜損益状況＞
経常収益は貸出金利息の増加等により、前年度比２億41百万円増加の98

億86百万円となりました。
経常費用は不良債権処理額の減少等により、前年度比２億56百万円減少

の84億30百万円となりました。
この結果、経常利益は前年度比４億97百万円増加の14億56百万円となり
ました。また、当期純利益は、前年度比４億53百万円増加の13億２百万円
となりました。

【対処すべき課題】
私たちを取り巻く経済環境は新型コロナウイルス感染症の５類移行を踏

まえ、徐々に正常化が進む一方、ウクライナ危機やコロナ禍等を端緒とす
る原材料やエネルギー資源等の価格高騰で、今後、国内景気は大きく後退
する懸念があります。さらに、コロナ禍前からの課題であった過疎化の進
展、少子高齢化・人口減少、廃業の増加等はコロナ禍で更にその深刻さを
増し、今後、地元の中小企業・小規模事業者のお客さまを取り巻く経営環
境はより一層厳しさを増すのではないかと懸念しております。
このような状況の中、当行は地元の中小企業・小規模事業者のお客さま
に寄り添い、伴走し、お客さまの経営改善支援等に全力で取り組むことこ
そが当行の使命であると考えております。
このような活動を地道に続けていけば、『共通価値の創造』につながり、
結果として、当行にも将来にわたって収益性・健全性がもたらされるもの
と考えております。
具体的施策としては、お客さまの売上増強および業務プロセスの改善を

ご支援する「Ｖサポート業務」、経営改善計画策定とご融資が一体となった
「経営改善応援ファンド」、お客さまが資金繰りに追われることなく本業に
専念できるためのご融資「資金繰り安定化ファンド」を経営改善支援スキ
ームの３本柱と位置づけ、継続的・組織的に全力で取り組んでまいります。
また、より多くのお客さまの経営改善支援に携わり、業績改善に注力す

るため、お客さまの課題解決に対応できる人材を育成するとともに、ＤＸ
（デジタル・トランスフォーメーション）をはじめとする業務効率化による
生産性の向上にも取り組んでまいります。
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当行は引き続き、役職員一丸となって「地元大分になくてはならない銀
行」の実現に向けて邁進してまいります。株主の皆さまのご理解・ご協力
を賜りますよう、お願い申し上げます。

（２）財産及び損益の状況
（単位：百万円）

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
預 金 512,998 552,279 562,414 562,391
定 期 性 預 金 279,789 261,829 254,102 242,023
そ の 他 233,208 290,450 308,312 320,367
貸 出 金 401,139 414,654 417,743 420,304
個 人 向 け 87,209 82,954 82,125 80,980
中小企業向け 262,923 283,405 292,003 298,370
そ の 他 51,006 48,295 43,614 40,953
商 品 有 価 証 券 － － － －
有 価 証 券 100,265 104,475 110,161 108,765
国 債 11,076 5,051 10,960 11,877
そ の 他 89,188 99,423 99,201 96,887
総 資 産 578,446 633,648 642,931 619,731
内国為替取扱高 2,219,805 2,207,856 2,265,203 2,308,112
外国為替取扱高 13 百万ドル 13 百万ドル 5 百万ドル 0 百万ドル
経 常 利 益 248 803 959 1,456
当 期 純 利 益 309 995 848 1,302
１ 株 当 た り
当 期 純 利 益
(△は1株当たり
当 期 純 損 失 )

△8円 12銭 107円 94銭 82円 73銭 159円 62銭

（注）１．記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
２．１株当たり当期純利益は、当期純利益から当期優先株式配当金総額
等を控除した金額を、自己株式数を控除した期中の平均発行済株式
数で除して算出しております。
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（３）従業員の状況
当 年 度 末

従 業 員 数 508人
平 均 年 齢 37年 9月
平 均 勤 続 年 数 14年10月
平 均 給 与 月 額 319千円

（注）１．平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額は、それぞれ単位未満を切
り捨てて表示しております。

２．従業員数には、臨時雇員及び嘱託を含んでおりません。
３．平均給与月額は、賞与を除く３月中の平均給与月額であります。

（４）営業所等の状況
イ 営業所数

当 年 度 末
店 うち出張所

大 分 県 39 （ － ）
福 岡 県 2 （ － ）
熊 本 県 1 （ － ）
合 計 42 （ － ）

（注）当年度末において店舗外現金自動設備を35か所設置しております。
ロ 当年度新設営業所
該当ありません。

ハ 銀行代理業者の一覧
該当ありません。

（５）設備投資の状況
イ 設備投資の総額

（単位：百万円）
設 備 投 資 の 総 額 138

（注）記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
ロ 重要な設備の新設等
(売却)
2022年3月の移転により遊休となった旧熊本支店の土地建物を売却して

おります。
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（６）重要な親会社及び子会社等の状況
イ 親会社の状況
該当ありません。

ロ 子会社等の状況
該当ありません。

ハ 重要な業務提携の概況
① 株式会社西日本シティ銀行と業務提携を行い、営業店支援の強化を図る
ため出向者を2名受け入れております。

② 九州カード株式会社とカード発行に係る業務提携を行い「ほうわＶＩＳ
Ａカード」を発行しております。また同社に加え、九州旅客鉃道株式会
社と業務提携を行い「なんでん ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ」を発行しておりま
す。

③ フューチャーベンチャーキャピタルと共同で「ほうわ創業・事業承継支
援ファンド」を設立し、中小企業・小規模事業者の創業・事業承継をエ
クイティ投資を通じて支援しております。

④ 第二地銀協地銀37行の提携により、現金自動設備の相互利用による現
金自動引出しのサービス（略称ＳＣＳ）を行っております。

⑤ 第二地銀協地銀37行、都市銀行５行、信託銀行３行、地方銀行62行、
信用金庫255金庫（信金中央金庫を含む）、信用組合141組合（全信組
連を含む）、系統農協・信漁連593（農林中金、信連を含む）、労働金庫
14金庫（労金連を含む）との提携により、現金自動設備の相互利用に
よる現金自動引出しのサービス（略称ＭＩＣＳ）を行っております。

⑥ 第二地銀協地銀37行の提携により、通信回線を利用したデータ伝送の
方法による取引先企業との間の総合振込等のデータの授受のサービス及
び入出金取引明細等のマルチバンクレポートサービス（略称ＳＤＳ）を
行っております。

⑦ 九州地区第二地銀７行で勘定系及び対外系システム等オンラインシステ
ムを共同利用しております。

⑧ 株式会社ローソン銀行、株式会社セブン銀行及びゆうちょ銀行と提携
し、各社のＡＴＭを利用できるサービスを行っております。

⑨ 株式会社宮崎太陽銀行、株式会社南日本銀行と３行のお取引先に対する
経営支援を通じて地域経済の活性化に貢献するため、「３行合同地域再
生支援委員会」を設立するとともに、各行においてあおぞら銀行グルー
プと「九州地域活性化ファンド（あおぞら銀行グループ設立）」を活用
したお取引先の事業再生支援に関する業務提携を行っております。
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⑩ 株式会社宮崎太陽銀行及び株式会社南日本銀行とのお取引先事業者の販
路開拓支援分野における業務提携及び災害時における相互協力に関する
協定を締結しております。

（７）事業譲渡等の状況
該当ありません。

（８）その他銀行の現況に関する重要な事項
該当ありません。
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２．会社役員（取締役及び監査役）に関する事項
（１）会社役員の状況

（年度末現在）
氏 名 地 位 及 び 担 当 重 要 な 兼 職 その他

権 藤 淳
代表取締役頭取
営業統括部・お客さま支援部・ソリ
ューション支援部統括

牧 野 郡 二
代表取締役専務
総合企画部統括、監査部・人事部・
融資部担当

渡 部 悌 史
常務取締役、事務統括部長
コンプライアンス統括部・事務統括
部担当

都 留 裕 文
取締役
資金証券部・お客さま支援部・ソリ
ューション支援部担当

佐 藤 真 広
取締役、営業統括部長兼営業統括部
地方創生推進室長
営業統括部担当

浜 野 法 生 取締役、総合企画部長兼IT戦略室長
総合企画部担当

赤 松 健一郎 取締役(社外役員) 三和酒類株式会社
相談役

渡 邊 博 子 取締役(社外役員) 大分大学
経済学部教授

佐 藤 俊 明 常勤監査役

岡 田 雄 常勤監査役(社外役員)

五十嵐 副 夫 監査役(社外役員)

（注）１．取締役赤松健一郎氏、取締役渡邊博子氏の両氏は、会社法第２条第
15号に定める社外取締役であります。

２．監査役岡田雄氏、監査役五十嵐副夫氏の両氏は、会社法第２条第
16号に定める社外監査役であります。
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３．取締役赤松健一郎氏、取締役渡邊博子氏、監査役岡田雄氏及び監査
役五十嵐副夫氏の４氏を福岡証券取引所の定めに基づく独立役員と
して指定し、同取引所に届け出ております。

４．事業年度中に退任した役員は以下のとおりです。
氏 名 退任日 退任事由 退任時の地位・担当

髙橋 信裕 2022年6月29日 任期満了 代表取締役専務
人事部・融資部担当

（２）会社役員に対する報酬等
イ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

取締役の報酬等の決定に関する基本方針を取締役会において次のように定め
ております。

① 取締役の報酬体系は、当行の持続的な成長、中長期的な企業価値の向上
に向けた健全なインセンティブとして機能するよう適切に設定する。

② 取締役の報酬等は、当行の中長期的な業績、経済及び社会の情勢等を踏
まえた上で、各取締役が果たすべき役割・責務を総合的に勘案して決定
する。

③ 取締役の報酬等は、優秀な人材の確保・維持が可能な水準を目指す。

ロ 取締役及び監査役の報酬等の総額等 （単位：百万円）
区 分 支 給 人 数 報 酬 等

取 締 役 9 名 81
監 査 役 3 名 21

計 12 名 102
（注）１．記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

２．業績連動報酬等として賞与がありますが、当面の間無支給としてお
ります。

３．非金銭報酬等は定めておりません。
４．取締役の使用人としての報酬その他の職務遂行の対価はありませ

ん。
５．当行取締役の金銭報酬の額は、2006年６月29日開催の定時株主総

会(取締役５名)において月額７百万円以内と定めております。また、
当行監査役の金銭報酬の額は、1984年６月29日開催の定時株主総
会(監査役３名)において月額２百万円以内と定めております。
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６．取締役の個人別の報酬額の具体的内容は取締役会で決定しておりま
す。なお、中長期的な業績を考慮し、前年度と同程度の固定報酬の
みとしており基本方針に沿うものと取締役会では判断しておりま
す。

７．後記「社外役員に対する報酬等」を含めた金額を記載しております。
８．上記には、2022年６月29日に任期満了により退任した取締役１名

が含まれております。

（３）責任限定契約
氏 名 責任限定契約の内容の概要

赤 松 健一郎
会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第
１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま
す。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、当該役員
が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大
な過失が無いときに限り、会社法第425条第１項に定め
る最低責任限度額を限度としております。

渡 邊 博 子

岡 田 雄

五十嵐 副 夫

（４）補償契約
該当ありません。

（５）役員等賠償責任保険契約に関する事項
被保険者の範囲 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

全ての取締役
及び監査役

会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保
険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担する
こととなる法律上の損害賠償金及び争訟費用等を当該保
険契約によって塡補することとしております。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれない
ようにするため、同保険契約には免責額の定めを設けて
おります。
なお、保険料は当行が全額負担しております。
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３．社外役員に関する事項
（１）社外役員の兼職その他の状況

氏 名 兼 職 そ の 他 の 状 況

赤 松 健一郎 三和酒類株式会社相談役
同社と当行の間には通常の銀行取引があります。

渡 邊 博 子 大分大学経済学部教授
同大学と当行の間に取引はありません。

（２）社外役員の主な活動状況

氏 名 在任期間 取締役会等への
出 席 状 況

取 締 役 会 に お け る
発 言
そ の 他 の 活 動 状 況

赤松健一郎 ６年９ヶ月

取締役会20回開
催中18回出席

三和酒類株式会社の経営に携
わった豊かな経験と知見に基
づき、経営全般に対して適切
な助言・提言を行っておりま
す。会社経営に携わった豊か
な経験と知見に基づいた監督
機能を果たしていただくこと
を期待いたしておりましたが、
当該視点から業務改善に向け
たお客さまとの関わり合い等
に対して適切な助言・提言を
いただきました。

渡 邊 博 子 ３年９ヶ月

取締役会20回開
催中18回出席

大分大学経済学部教授として
の知見に基づき、経営全般に
対して適切な助言・提言を行
っております。学識者として
の知見に基づいた監督機能を
果たしていただくことを期待
いたしておりましたが、当該
視点から女性行員の活躍等に
対して適切な助言・提言をい
ただきました。

岡 田 雄 ３年９ヶ月
取締役会20回開
催中20回出席
監査役会18回開
催中18回出席

大分県庁出身であり、その経
験と知見に基づき、経営全般
に対して適切な助言・提言を
行っております。
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氏 名 在任期間 取締役会等への
出 席 状 況

取 締 役 会 に お け る
発 言
そ の 他 の 活 動 状 況

五十嵐副夫 ３年８ヶ月
取締役会20回開
催中20回出席
監査役会18回開
催中18回出席

大分大学副学長を務めた経験
と知見に基づき、経営全般に
対して適切な助言・提言を行
っております。

（３）社外役員に対する報酬等
（単位：百万円）

支 給 人 数 銀行からの報酬等 銀行の親会社等
か ら の 報 酬 等

報 酬 等 の 合 計 4名 15 －

（注）記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

（４）社外役員の意見
該当ありません。
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４．当行の株式に関する事項
（１）株式数

（単位：千株）
株式の種類 発行可能株式総数 発行済株式の総数

普 通 株 式 36,000 5,944
Ｂ種優先株式 3,000 3,000
Ｄ種優先株式 1,600 1,600
Ｅ種優先株式 800 799

（注）定款で定める発行可能株式総数は34,700千株であり、上記の発行可能
種類株式総数の合計とは一致いたしません。

（２）当年度末株主数
株式の種類 株 主 数
普 通 株 式 3,774 名
Ｂ種優先株式 1 名
Ｄ種優先株式 1 名
Ｅ種優先株式 647 名

（３）大株主
普通株式

株 主 の 氏 名 又 は 名 称 当行への出資状況
持株数等 持株比率

株式会社日本カストディ銀行(信託口４) 337 千株 5.72 ％
豊和銀行従業員持株会 302 5.13
株式会社福岡銀行 262 4.44
株式会社みずほ銀行 221 3.75
株式会社西日本シティ銀行 146 2.48
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 132 2.24
株式会社福岡中央銀行 131 2.22
株式会社南日本銀行 125 2.12
株式会社宮崎太陽銀行 124 2.10
九州総合信用株式会社 117 1.98

2023年05月26日 23時42分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 19 ―

Ｂ種優先株式

株 主 の 氏 名 又 は 名 称 当行への出資状況
持株数等 持株比率

株式会社西日本シティ銀行 3,000 千株 100 ％

Ｄ種優先株式

株 主 の 氏 名 又 は 名 称 当行への出資状況
持株数等 持株比率

株式会社整理回収機構 1,600 千株 100 ％

Ｅ種優先株式

株 主 の 氏 名 又 は 名 称 当行への出資状況
持株数等 持株比率

三和酒類株式会社 40 千株 5.00 ％
株式会社テレビ大分 30 3.75
株式会社大分銀行 30 3.75
株式会社九州リースサービス 20 2.50
大分朝日放送株式会社 20 2.50
学校法人文理学園 20 2.50
医療法人愛恵会タキオ保養院 20 2.50
有限会社大分合同新聞社 15 1.87
二階堂酒造有限会社 10 1.25
株式会社東部開発 10 1.25
株式会社大川技研 10 1.25
第一交通産業株式会社 10 1.25
株式会社三浦造船所 10 1.25
株式会社玖珠環境センター 10 1.25
（注）１．持株数等は、千株未満を切り捨てて表示しております。

２．持株比率は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
３．普通株式の持株比率は、自己株式（48千株）を控除して算出して
おります。
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５．当行の新株予約権等に関する事項
（１）事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等

該当ありません。

（２）事業年度中に使用人等に交付した当行の新株予約権等
該当ありません。

６．会計監査人に関する事項
（１）会計監査人の状況

（単位：百万円）

氏 名 又 は 名 称 当該事業年度
に係る報酬等 その他

EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
山 田 修
小 松 﨑 謙

46 （注）１、２

（注）１．監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手
と説明・報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容と前事
業年度における職務遂行状況や報酬見積りの算定根拠等を検討した
結果、当該報酬等の額は監査品質の確保の観点から相当であると判
断したため、会社法第399条第１項の同意を行っております。

２．非監査業務（研修業務）に係る報酬額は１百万円であり、当行が会
計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額は47百
万円であります。

３．当行と会計監査人との間の監査契約において会社法上の会計監査人
の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬
等の額を区分していないため、上記「当該事業年度に係る報酬等」
の金額には、これらの合計額を記載しております。

（２）責任限定契約
該当ありません。
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（３）会計監査人に関するその他の事項
イ．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要が
あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任
に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340
条第１項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがな
いと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いた
します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集され
る株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたし
ます。

ロ．当行の会計監査人以外の監査法人が監査を行っている重要な子会社
該当ありません。

７．財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について

は、特に定めておりません。

８．業務の適正を確保する体制
当行は「内部統制システム構築の基本方針」を以下のとおり定めております。

＜内部統制システム構築の基本方針＞
当行は、会社法の規定に基づき、取締役会において「内部統制システム構築の

基本方針」を以下のとおり定めるとともに、継続的に体制を見直すことにより、
内部統制の充実・強化を図ることとする。

（１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制

① コンプライアンスの徹底を経営の最重要課題の一つとして位置付け、業務
運営にあたっては、いかなる場合においても法令等を厳正に遵守し、誠実
かつ公正な企業活動を遂行していくことを「コンプライアンスの基本方
針」として定める。また、この基本方針に則った業務運営を実現させるた
め、「コンプライアンスの行動指針」、「コンプライアンス・マニュアル」
を制定し、周知徹底を図るほか、「コンプライアンス・プログラム」を事
業年度毎に策定し、その進捗状況を定期的に把握・評価する。
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② コンプライアンスの徹底を確保する体制として、コンプライアンス協議
会、コンプライアンス統括部署を設置するとともに、部店長をコンプライ
アンス責任者、次席者等をコンプライアンス担当者に任命し、各部店に配
置する。

③ 役職員が法令等違反や不正行為等の疑義がある業務上の行為を知った場合
に、コンプライアンス統括部署、監査役、顧問弁護士等の定められた受付
窓口に直接相談・通報することができる「ホットライン制度」を整備す
る。

④ 財務報告の適正性を確保するため、「情報開示統制の基本方針」等に基づ
き、一般に公正妥当と認められる内部統制の枠組みに準拠した体制を整
備・確立する。

⑤ 「反社会的勢力対応に関する基本方針」等に基づき、市民生活の秩序や安
全に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断し、排除する体制を整備・
確立する。また、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、警察等外部
専門機関と緊密に連携し、毅然とした態度で対応する。

⑥ 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する全社的な方針」
等に基づき、マネー・ローンダリング等の金融犯罪防止及び排除に向けた
管理体制を整備・確立する。

⑦ 「顧客保護等管理方針」等に基づき、お客さまの資産、情報、利益を保護
するとともに、利便性の向上を図る体制を整備・確立する。

⑧ 内部監査部門は、コンプライアンス態勢の適切性及び有効性を定期的に検
証し、その結果を取締役会、監査役会に報告する。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 取締役の職務の執行に係る各種議事録・稟議書等（電磁的記録を含む。）
は、行内規程に基づき、適正に保存・管理（廃棄を含む。）する。

② 取締役は、保存・管理された各種議事録・稟議書等を常時閲覧できるもの
とする。

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 業務の適切性および健全性を確保するため、リスク管理の基本的な考え方
や管理方針等を定めた「リスク管理の基本方針」を制定する。また、この
基本方針に基づき、統合的リスク管理並びにリスクカテゴリー別の具体的
な管理方針・体制等を定めた関連規程等を制定し、周知徹底を図る。

② 当行の抱えるリスクを適切に把握・管理する体制として、統合的リスク管
理の統括部署を設置し、当行全体のリスクを統合的に管理するとともに、
リスクカテゴリー毎に設置したリスク部会にて当該リスクを管理する。ま
た、ＡＬＭ／リスク管理協議会を設置し、リスクの保有・管理状況を定期

2023年05月26日 23時42分 $FOLDER; 23ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 23 ―

的に把握し、対応策等を審議・決定する体制を整備・確立する。
③ 災害や障害等の緊急事態に陥った際に速やかな業務の再開及び継続を行う
ため、「業務継続計画（ＢＣＰ）」を定め、適切な危機管理対応が出来る体
制を整備・確立する。

④ 内部監査部門は、リスク管理態勢の適切性及び有効性を定期的に検証し、
その結果を取締役会、監査役会に報告する。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 経営強化計画、年度毎の事業計画及び基本方針を策定し、達成すべき経営
目標を明確に定めるとともに、適切に業務運営及び業績管理を行う。

② 取締役の職務執行の効率性を確保するため、取締役会の具体的な運営及び
付議基準等を定めた「取締役会規程」を制定するとともに、経営会議、コ
ンプライアンス協議会、ＡＬＭ／リスク管理協議会等、取締役会を補佐す
る機関を設置する。

③ 業務執行に係る組織の指揮・命令系統や責任と権限を明確にするため、経
営組織、業務分掌等に関する行内規程を制定する。

（５）監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
監査役の職務を補助する部署として監査役室を設置し、同室に監査役及び

監査役会の職務を補助する使用人（以下、「補助使用人」という。）を配置す
る。

（６）前号の補助使用人の取締役からの独立性及び指示の実効性に関する事項
① 補助使用人の取締役からの独立性を確保するため、補助使用人の任命、人
事異動、人事評価等に係る決定については、予め常勤監査役に同意を求め
ることとする。

② 補助使用人は、監査役の指揮命令下で職務を遂行する。取締役及び使用人
（補助使用人を除く。）は、補助使用人が行う監査業務の補助について干渉
できないものとする。

（７）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に
関する体制

① 取締役及び使用人は、法令等に定める事項のほか、行内規程に基づき、当
行の経営に重大な影響を及ぼす事項、コンプライアンス・リスク管理・内
部監査に関する重要な事項、その他重要な業務執行等を監査役に報告す
る。

② 監査役は、前記に関わらず、必要に応じ、取締役及び使用人に対して業務
執行に関する事項の報告を求めることができる。
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（８）監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け
ないことを確保するための体制
① 監査役に報告した全ての者に対し、当該報告を理由として、いかなる不利
な取扱いも行わないこととする。

② 監査役への報告者に対する不利な取扱いが判明した場合には、不利な取扱
いを行った者を問責の対象とする。

（９）監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する事項
① 監査役がその職務の執行について必要な費用の前払等を請求したときは、
監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該
費用又は債務を処理する。

② 監査役が必要と考える場合には、外部専門家の助言を得るための費用を負
担する。

（10）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、以下の体制を整備
する。

① 監査役は、経営会議その他の重要な会議に出席するとともに、必要に応
じ、各種議事録や重要な稟議書等を閲覧することができる。

② 監査役は、相互認識と信頼関係を深めるため、代表取締役と定期的に会合
を持ち、経営方針の確認を行うとともに、当行の対処すべき課題や監査役
監査の環境整備状況等について意見交換を行う。

③ 監査役は、監査を実効的かつ効率的に実施するため、会計監査人及び内部
監査部門と定期的に会合を持ち、監査上の問題点・課題等について意見交
換を行うほか、必要に応じ、内部監査部門に対して具体的な指示を行うこ
とができる。

＜内部統制システム構築の基本方針の運用状況の概要＞

（１）取締役の職務の執行が効率的に行われることの確保
・取締役会の具体的な運営及び付議基準等を定めた「取締役会規程」を制定
し、同規程に基づき2022年度は取締役会を20回開催しております。
・取締役会が委任する事項を審議・決定する経営会議、ALM/リスク管理協議
会又はコンプライアンス協議会を設置し、2022年度は経営会議を51回、
ALM/リスク管理協議会を12回、コンプライアンス協議会を13回開催して
おります。
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（２）リスク管理態勢
・半期毎にリスク配賦資本・統合的リスク管理に係る施策をALM/リスク管理
協議会を経て取締役会で定めるとともに、その結果は取締役会に報告されて
おります。

・信用リスク部会等各リスク部会の管理状況、リスク配賦資本の状況及び各リ
スクの状況は、ALM/リスク管理協議会に毎月報告されております。

（３）コンプライアンス態勢
・年度毎にコンプライアンス・プログラムを策定し、その進捗状況は半期毎に
コンプライアンス協議会に報告されているほか、その結果は年１回コンプラ
イアンス協議会を経て取締役会に報告されております。
・反社会的勢力との対応状況は半期毎にコンプライアンス協議会に報告されて
おります。

・全ての役職員等がコンプライアンス統括部署・監査役・顧問弁護士等に直接
相談・通報ができる「ホットライン制度」を定めております。

（４）監査役の監査が実効的に行われることの確保等
・監査役は、取締役会及び経営会議等重要な会議に出席するとともに、各種議
事録や重要書類等を閲覧しております。
・監査役は代表取締役と定期的に会合を持ち、経営方針の確認や対処すべき課
題等に係る意見交換を行っております。
・監査役は会計監査人及び監査部と監査上の問題点・課題等について定期的に
意見交換を行っております。

９．特定完全子会社に関する事項
該当ありません。

10．親会社等との間の取引に関する事項
該当ありません。

11．会計参与に関する事項
該当ありません。

12．その他
該当ありません。
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第105期末（2023年３月31日現在）貸借対照表
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資産の部） （負債の部）

現 金 預 け 金 81,632 預 金 562,391
現 金 7,561 当 座 預 金 9,386
預 け 金 74,071 普 通 預 金 296,881
有 価 証 券 108,765 貯 蓄 預 金 880
国 債 11,877 通 知 預 金 21
地 方 債 44,232 定 期 預 金 237,091
社 債 34,328 定 期 積 金 4,932
株 式 4,849 そ の 他 の 預 金 13,197
そ の 他 の 証 券 13,476 譲 渡 性 預 金 7,709
貸 出 金 420,304 借 用 金 12,400
割 引 手 形 2,208 借 入 金 12,400
手 形 貸 付 25,218 そ の 他 負 債 4,021
証 書 貸 付 366,518 未 決 済 為 替 借 192
当 座 貸 越 26,359 未 払 法 人 税 等 267
そ の 他 資 産 5,795 未 払 費 用 375
未 決 済 為 替 貸 113 前 受 収 益 464
前 払 費 用 37 給 付 補 填 備 金 0
未 収 収 益 333 リ ー ス 債 務 36
中央清算機関差入証拠金 5,000 資 産 除 去 債 務 176
そ の 他 の 資 産 310 そ の 他 の 負 債 2,507
有 形 固 定 資 産 6,163 賞 与 引 当 金 236
建 物 1,262 再評価に係る繰延税金負債 498
土 地 4,614 支 払 承 諾 316
リ ー ス 資 産 33 負 債 の 部 合 計 587,573
その他の有形固定資産 252 （純資産の部）
無 形 固 定 資 産 333 資 本 金 12,495
ソ フ ト ウ ェ ア 330 資 本 剰 余 金 10,349
ソフトウェア仮勘定 2 資 本 準 備 金 10,349
その他の無形固定資産 0 利 益 剰 余 金 8,985
前 払 年 金 費 用 639 利 益 準 備 金 1,124
繰 延 税 金 資 産 667 そ の 他 利 益 剰 余 金 7,861
支 払 承 諾 見 返 316 繰 越 利 益 剰 余 金 7,861
貸 倒 引 当 金 △4,886 自 己 株 式 △92

株 主 資 本 合 計 31,738
その他有価証券評価差額金 △575
土 地 再 評 価 差 額 金 995
評価・換算差額等合計 420
純 資 産 の 部 合 計 32,158

資 産 の 部 合 計 619,731 負債及び純資産の部合計 619,731
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第105期 （2022
2023

年
年
4
3
月
月
1
31
日から
日まで）損益計算書

（単位：百万円）
科 目 金 額

経 常 収 益 9,886
資 金 運 用 収 益 8,133
貸 出 金 利 息 7,467
有 価 証 券 利 息 配 当 金 533
コ ー ル ロ ー ン 利 息 0
預 け 金 利 息 132
そ の 他 の 受 入 利 息 0
役 務 取 引 等 収 益 1,166
受 入 為 替 手 数 料 358
そ の 他 の 役 務 収 益 807
そ の 他 業 務 収 益 48
国 債 等 債 券 売 却 益 48
そ の 他 経 常 収 益 539
貸 倒 引 当 金 戻 入 益 218
償 却 債 権 取 立 益 160
株 式 等 売 却 益 81
そ の 他 の 経 常 収 益 78

経 常 費 用 8,430
資 金 調 達 費 用 58
預 金 利 息 57
譲 渡 性 預 金 利 息 0
コ ー ル マ ネ ー 利 息 0
借 用 金 利 息 0
役 務 取 引 等 費 用 1,151
支 払 為 替 手 数 料 53
そ の 他 の 役 務 費 用 1,097
そ の 他 業 務 費 用 111
外 国 為 替 売 買 損 0
国 債 等 債 券 売 却 損 63
国 債 等 債 券 償 却 47
そ の 他 の 業 務 費 用 0
営 業 経 費 6,553
そ の 他 経 常 費 用 554
貸 出 金 償 却 432
株 式 等 売 却 損 67
そ の 他 の 経 常 費 用 54

経 常 利 益 1,456
特 別 利 益 12
固 定 資 産 処 分 益 12
特 別 損 失 19
固 定 資 産 処 分 損 1
減 損 損 失 18
税 引 前 当 期 純 利 益 1,450
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 249
法 人 税 等 調 整 額 △101
法 人 税 等 合 計 147
当 期 純 利 益 1,302
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2023年５月18日
株式会社豊和銀行
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山 田 修
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 小 松 﨑 謙

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社豊和銀行の2022

年４月１日から2023年３月31日までの第105期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算
書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内
容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程

において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載
内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい
て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合
は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表
示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容につ
いて報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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監査役会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査役会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第105期事業年度の取締役
の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書
を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴ 監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果
について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
⑵ 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、監査計
画等に従い、取締役、内部監査部門その他の従業員等と意思疎通を図り、情報の収集及
び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会、経営会議その他重要な会議に出席し、取締役及び従業員等からその職務
の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧
し、本部及び主要な営業店において業務及び財産の状況を調査いたしました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして、
会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議
の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、そ
の構築及び運用の状況を監視及び検証し、意見を表明いたしました。
なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及びEY新日本有限責任監査法

人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び
検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われること
を確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関す
る品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の
通知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討事項につい
ては、EY新日本有限責任監査法人と協議を行うとともに、その監査の実施状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類

（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細
書について検討いたしました。

2023年05月26日 23時42分 $FOLDER; 31ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 31 ―

２．監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事
実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について、
指摘すべき重要な事項は認められません。

⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。
2023年５月23日

株式会社 豊和銀行 監査役会
常勤監査役 佐 藤 俊 明 ㊞
常勤監査役(社外監査役) 岡 田 雄 ㊞
監 査 役(社外監査役) 五十嵐 副 夫 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
当期の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに今後の経営環境等

を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。
⑴ 配当財産の種類
金銭といたします。

⑵ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当行普通株式 １株につき金 10円00銭 総額 58,962,380円
当行Ｂ種優先株式 １株につき金 8円00銭 総額 24,000,000円
当行Ｄ種優先株式 １株につき金111円00銭 総額 177,600,000円
当行Ｅ種優先株式 １株につき金200円00銭 総額 159,940,000円
各種優先株式につきましては、それぞれ所定の配当金とさせていただく

ものであります。
⑶ 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年６月30日
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第２号議案 定款一部変更の件（監査等委員会設置会
社移行に係る規定の新設等）

１．変更の理由
（1）監査等委員会設置会社移行に必要な規定の新設等

当行は、2023年４月21日に公表しました「監査等委員会設置会社への
移行に関するお知らせ」に記載の通り、取締役の職務執行の監査等を担う
監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を
強化し、更なる監督体制の強化を通じてより一層のコーポレートガバナン
スの充実を図るとともに、取締役会の業務執行決定権限を取締役に広く委
任することを可能とすることにより、取締役会の適切な監督のもとで経営
の意思決定及び執行の更なる迅速化を図るため、2023年６月29日開催予
定の第105回定時株主総会の承認を前提として、監査役会設置会社から監
査等委員会設置会社へ移行することを決定しております。これに伴い、監
査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査
等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削
除等の変更を行うものです。

（2）種類株主総会の基準日に係る規定の新設
定時株主総会と同日に開催される種類株主総会の基準日と定時株主総会
の基準日を合わせるため、種類株主総会の基準日に係る規定を新設するも
のです。

（3）責任限定契約の対象者の変更
自らは業務執行を行わず、業務執行の監督・監査の役割を担う者の人材
確保の観点から、責任限定契約の対象者を社外取締役から取締役（業務執
行取締役等であるものを除く。）に変更するものです。なお、当該変更に
つきましては、各監査役の同意を得ております。

(4) その他
上記条文の新設及び削除に伴う条数の変更など、その他所要の変更を行
うものです。
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２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案

第 １ 章 総 則 第 １ 章 総 則
第１条～第３条 （省略） 第１条～第３条 （現行どおり）

（機関）
第４条 当銀行は、株主総会及び取締役のほ

か、次の機関を置く。
（1）取締役会
（2）監査役
（3）監査役会
（4）会計監査人

（機関）
第４条 当銀行は、株主総会及び取締役のほ

か、次の機関を置く。
（1）取締役会
（2）監査等委員会

（削除）
（3）会計監査人

第５条 （省略） 第５条 （現行どおり）

第６条～第18条 （省略） 第６条～第18条 （省略）

第３章の２ 種類株主総会 第３章の２ 種類株主総会
（種類株主総会への準用）
第18条の２ 第15条及び第18条の規定は種

類株主総会に準用する。

（種類株主総会への準用）
第18条の２ 第15条及び第18条の規定は種

類株主総会に準用する。
（新 設） ２ 第14条の規定は定時株主総会と同

日に開催される種類株主総会に準用す
る。

第18条の３ （省略） 第18条の３ （現行どおり）

第 ４ 章 取締役及び取締役会 第 ４ 章 取締役及び取締役会
（取締役の員数）
第19条 当銀行の取締役は８名以内とする。

（取締役の員数）
第19条 当銀行の取締役は12名以内とする。

（新 設） ２ 前項の取締役のうち、監査等委員で
ある取締役は、３名以内とする。

（取締役の選任方法）
第20条 当銀行の取締役は、株主総会の決議

によって選任する。

（取締役の選任方法）
第20条 当銀行の取締役は、監査等委員であ

る取締役とそれ以外の取締役とを区別
して、株主総会の決議によって選任す
る。
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現 行 定 款 変 更 案
２ 取締役の選任決議は、議決権を行使
することができる株主の議決権の３分
の１以上を有する株主が出席し、その
議決権の過半数をもって行う。

２ 取締役の選任決議は、議決権を行使
することができる株主の議決権の３分
の１以上を有する株主が出席し、その
議決権の過半数をもって行う。

３ 取締役の選任決議は累積投票によら
ないものとする。

３ 取締役の選任決議は累積投票によら
ないものとする。

（取締役の任期）
第21条 取締役の任期は、選任後１年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までと
する。

（取締役の任期）
第21条 取締役（監査等委員である取締役を

除く。）の任期は、選任後１年以内に
終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までと
する。

（新 設） ２ 監査等委員である取締役の任期は、
選任後２年以内に終了する事業年度の
うち最終のものに関する定時株主総会
の終結の時までとする。

（新 設） ３ 任期の満了前に退任した監査等委員
である取締役の補欠として選任された
監査等委員である取締役の任期は、退
任した監査等委員である取締役の任期
の満了する時までとする。

（新 設） ４ 会社法第329条第３項に基づき選任
された補欠の監査等委員である取締役
の選任に係る決議が効力を有する期間
は、選任後２年以内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主
総会の開始の時までとする。

（代表取締役及び役付取締役）
第22条 取締役会の決議によって、取締役中

より取締役会長、取締役頭取各１名、
専務取締役、常務取締役各若干名を選
定することができる。

（代表取締役及び役付取締役）
第22条 取締役会の決議によって、取締役

（監査等委員である取締役を除く。）中
より取締役会長、取締役頭取各１名、
専務取締役、常務取締役各若干名を選
定することができる。

２ 代表取締役は、取締役会長、取締役
頭取及び専務取締役中より取締役会の
決議によって選定され、各自会社を代
表する。

２ 代表取締役は、取締役会長、取締役
頭取及び専務取締役中より取締役会の
決議によって選定され、各自会社を代
表する。
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現 行 定 款 変 更 案
第23条 （省略） 第23条 （現行どおり）

（取締役会の招集通知）
第24条 取締役会の招集通知は、各取締役及

び各監査役に対して、会日の３日前ま
でに発するものとする。ただし、緊急
の必要があるときは、この期間を短縮
することができる。

（取締役会の招集通知）
第24条 取締役会の招集通知は、各取締役に

対して、会日の３日前までに発するも
のとする。ただし、緊急の必要がある
ときは、この期間を短縮することがで
きる。

２ 取締役及び監査役の全員の同意があ
るときは、招集の手続を経ないで取締
役会を開催することができる。

２ 取締役の全員の同意があるときは、
招集の手続を経ないで取締役会を開催
することができる。

（取締役会の決議方法）
第25条 取締役会の決議は、議決に加わるこ

とができる取締役の過半数が出席し、
その過半数をもって行う。

（取締役会の決議方法）
第25条 取締役会の決議は、議決に加わるこ

とができる取締役の過半数が出席し、
その過半数をもって行う。

２ 当銀行は、取締役が取締役会の決議
の目的である事項について、取締役
（当該決議事項について議決に加わる
ことができるものに限る。）の全員が
書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときは、当該提案を可決す
る旨の取締役会の決議があったものと
みなす。ただし、監査役が当該提案に
ついて異議を述べたときはこの限りで
ない。

２ 当銀行は、取締役が取締役会の決議
の目的である事項について、取締役
（当該決議事項について議決に加わる
ことができるものに限る。）の全員が
書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときは、当該提案を可決す
る旨の取締役会の決議があったものと
みなす。

（新 設） （取締役への重要な業務執行の決定の委任）
第26条 当銀行は、会社法第399条の13第６

項の規定により、取締役会の決議によ
って重要な業務執行（同条第５項各号
に掲げる事項を除く。）の決定の全部
又は一部を取締役に委任することがで
きる。

第26条 （省略） 第27条 （現行どおり）
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現 行 定 款 変 更 案
（報酬等）
第27条 取締役の報酬、賞与その他の職務執

行の対価として当銀行から受ける財産
上の利益(以下、「報酬等」という。)
は、株主総会の決議によって定める。

（報酬等）
第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執

行の対価として当銀行から受ける財産
上の利益は、監査等委員である取締役
とそれ以外の取締役とを区別して、株
主総会の決議によって定める。

（社外取締役の責任限定契約）
第28条 当銀行は、会社法第427条第1項の
規定により、社外取締役との間で会社法第
423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結
することができる。ただし、当該契約に基づ
く賠償責任の限度額は、法令が定める最低責
任限度額とする。

（取締役の責任限定契約）
第29条 当銀行は、会社法第427条第1項の
規定により、取締役（業務執行取締役等であ
るものを除く。）との間で会社法第423条第1
項の賠償責任を限定する契約を締結すること
ができる。ただし、当該契約に基づく賠償責
任の限度額は、法令が定める最低責任限度額
とする。

第５章 監査役及び監査役会 第５章 監査等委員会
（監査役の員数）
第29条 当銀行の監査役は、４名以内とす

る。

（削 除）

（監査役の選任方法）
第30条 当銀行の監査役は、株主総会の決議

によって選任する。

（削 除）

２ 監査役の選任決議は、議決権を行使
することができる株主の議決権の３分
の１以上を有する株主が出席し、その
議決権の過半数をもって行う。

（監査役の任期）
第31条 監査役の任期は、選任後４年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までと
する。

（削 除）
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現 行 定 款 変 更 案
２ 任期満了前に退任した監査役の補欠
として選任された監査役の任期は、退
任した監査役の任期の満了する時まで
とする。

（常勤の監査役）
第32条 監査役会は、監査役の中から常勤の

監査役を選定する。

（常勤の監査等委員）
第30条 監査等委員会は、監査等委員の中か

ら常勤の監査等委員を選定することが
できる。

（監査役会の招集通知）
第33条 監査役会の招集通知は、各監査役に

対して会日の３日前までに発するもの
とする。ただし、緊急の必要があると
きは、この期間を短縮することができ
る。

（監査等委員会の招集通知）
第31条 監査等委員会の招集通知は、各監査

等委員に対して会日の３日前までに発
するものとする。ただし、緊急の必要
があるときは、この期間を短縮するこ
とができる。

２ 監査等委員の全員の同意があるとき
は、招集の手続を経ないで監査等委員
会を開催することができる。

（新 設） （監査等委員会の決議方法）
第32条 監査等委員会の決議は、法令に別段

の定めがある場合を除き、議決に加わ
ることができる監査等委員の過半数が
出席し、その過半数をもって行う。

（監査役会規程）
第34条 監査役会に関する事項は、法令又は

本定款のほか、監査役会において定め
る監査役会規程による。

（監査等委員会規程）
第33条 監査等委員会に関する事項は、法令

又は本定款のほか、監査等委員会にお
いて定める監査等委員会規程による。

（報酬等）
第35条 監査役の報酬等は、株主総会の決議

によって定める。

（削 除）
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現 行 定 款 変 更 案
（社外監査役の責任限定契約）
第36条 当銀行は、会社法第427条第１項の

規定により、社外監査役との間で会社
法第423条第１項の賠償責任を限定す
る契約を締結することができる。ただ
し、当該契約に基づく賠償責任の限度
額は、法令が定める最低責任限度額と
する。

（削 除）

第37条～第40条 （省略） 第34条～第37条 （現行どおり）

（新 設） 附 則
第１条 変更後定款第18条の２第２項の新設

は、2023年３月31日を基準日とする
定時株主総会と同日に開催される種類
株主総会には適用しないものとする。
本附則は当該種類株主総会が終結した
日をもってこれを削除する。
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第３号議案 定款一部変更の件（Ｆ種優先株式に係る
規定の新設等）

１．変更の理由
(1) Ｆ種優先株式に係る規定の新設等

当行を取り巻く市場環境を踏まえ、地域金融機関として継続的に地元中小
企業に対する金融仲介機能及び経営改善支援に注力し、結果的に当行の企業
価値の向上を図るため、中長期的な資本政策及び財務戦略上の柔軟性、機動
性の確保の観点から、新たな種類の株式としてＦ種優先株式の発行を可能と
する以下の諸規定の追加等を行うものです。
① 新たな株式の種類としてＦ種優先株式を追加するため、現行定款第６
条の発行可能株式総数の増加及びＦ種優先株式の発行可能種類株式総数
の追加を行うものです。
② 第12条の５においてＦ種優先株式に関する規定を追加するものです。
③ Ｆ種優先株式の発行に関連してＥ種優先株式の取得を機動的に行える
ようにするとともに、Ｆ種優先株式の取得も機動的に行えるようにする
ことを目的として、第12条の７にＥ種優先株式及びＦ種優先株式の取
得を取締役会の決議により行うことが可能となる規定を追加するもので
す。

Ｆ種優先株式の発行条件は現時点では具体的に決定しておりませんが、実
際に発行する際には、その時点の市場環境等を踏まえて検討のうえ決定いた
します。具体的には、発行条件が公正なものとなるように、外部算定機関か
らの理論的価値評価、当行の事業環境・財務状況、わが国の金融・経済状況
等についても総合的に勘案のうえ決定いたします。
(2) その他
第２号議案「定款一部変更の件（監査等委員会設置会社移行に係る規定の
新設等）」に伴う条数の変更（同議案が承認可決されることを条件としま
す。）など、その他所要の変更を行うものです。

なお、本議案は、普通株主様、Ｂ種優先株主様、Ｄ種優先株主様及びE種優
先株主様による各種類株主総会において承認可決されることを条件といたしま
す。
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２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案

第 ２ 章 株 式 第 ２ 章 株 式
（発行可能株式総数）
第６条 当銀行の発行可能株式総数は、３千

４百７十万株とし、普通株式、Ｂ種優
先株式、Ｄ種優先株式、及びＥ種優先
株式の発行可能種類株式総数は、それ
ぞれ、３千６百万株、３百万株、１百
６十万株及び８十万株とする。

（発行可能株式総数）
第６条 当銀行の発行可能株式総数は、４千

２百４十万株とし、普通株式、Ｂ種優
先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式
及びＦ種優先株式の発行可能種類株式
総数は、それぞれ、３千６百万株、３
百万株、１百６十万株、８十万株及び
１百万株とする。

第７条～第12条 （省略） 第７条～第12条 （現行どおり）

第２章の２ 優 先 株 式 第２章の２ 優 先 株 式

（Ｂ種優先株式） （Ｂ種優先株式）
第12条の２ 当銀行の発行するＢ種優先株式

の内容は次のとおりとする。
第12条の２ 当銀行の発行するＢ種優先株式

の内容は次のとおりとする。
（Ｂ種優先配当金） （Ｂ種優先配当金）
１ 当銀行は、第38条に定める期末の剰

余金の配当を行うときは、Ｂ種優先株
式を有する株主(以下「Ｂ種優先株主」
という。)又はＢ種優先株式の登録株
式質権者(以下「Ｂ種優先登録株式質権
者」という。)に対して、普通株主及び
普通登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優
先株式１株につきＢ種優先株式の払込
金額の0.80％（平成19年３月31日を
基準日とする期末の剰余金の配当の場
合は、年率0.80％に基づき払込の日か
ら平成19年３月31日までの間の日数
（初日と最終日を含む。）につき１年を
365日とする日割計算により算出され
る割合とし、％未満小数第３位まで算
出し、その小数第３位を切り捨てるも
のとする。）に相当する額の金銭によ
る剰余金の配当（かかる配当により支
払われる金銭を以下「Ｂ種優先配当
金」という。）を行う。ただし、当該
事業年度において第４項に定めるＢ種
優先中間配当金を支払ったときは、そ
の額を控除した額とする。

１ 当銀行は、第35条に定める期末の剰
余金の配当を行うときは、Ｂ種優先株
式を有する株主(以下「Ｂ種優先株主」
という。)又はＢ種優先株式の登録株
式質権者(以下「Ｂ種優先登録株式質権
者」という。)に対して、普通株主及び
普通登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優
先株式１株につきＢ種優先株式の払込
金額の0.80％（平成19年３月31日を
基準日とする期末の剰余金の配当の場
合は、年率0.80％に基づき払込の日か
ら平成19年３月31日までの間の日数
（初日と最終日を含む。）につき１年を
365日とする日割計算により算出され
る割合とし、％未満小数第３位まで算
出し、その小数第３位を切り捨てるも
のとする。）に相当する額の金銭によ
る剰余金の配当（かかる配当により支
払われる金銭を以下「Ｂ種優先配当
金」という。）を行う。ただし、当該
事業年度において第４項に定めるＢ種
優先中間配当金を支払ったときは、そ
の額を控除した額とする。
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現 行 定 款 変 更 案
第12条の２第２号 （省略） 第12条の２第２号 （現行どおり）

（非参加条項） （非参加条項）
３ Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質

権者に対しては、Ｂ種優先配当金の額
を超えて剰余金の配当を行わない。た
だし、当銀行が行う吸収分割手続の中
で行われる会社法第758条第８号ロ若
しくは同法第760条第７号ロに規定さ
れる剰余金の配当又は当銀行が行う新
設分割手続の中で行われる同法第763
条第12号ロ若しくは同法第765条第１
項第８号ロに規定される剰余金の配当
についてはこの限りではない。

３ Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質
権者に対しては、Ｂ種優先配当金の額
を超えて剰余金の配当を行わない。た
だし、当銀行が行う吸収分割手続の中
で行われる会社法第758条第８号ロ若
しくは同法第760条第７号ロに規定さ
れる剰余金の配当又は当銀行が行う新
設分割手続の中で行われる同法第763
条第１項第12号ロ若しくは同法第765
条第１項第８号ロに規定される剰余金
の配当についてはこの限りではない。

（Ｂ種優先中間配当金） （Ｂ種優先中間配当金）
４ 当銀行は、第39条に定める中間配当

を行うときは、Ｂ種優先株主又はＢ種
優先登録株式質権者に対して、普通株
主及び普通登録株式質権者に先立ち、
Ｂ種優先株式１株につきＢ種優先配当
金の２分の１に相当する額（平成18
年９月30日を基準日とする中間配当
の場合は、円位未満小数第３位まで算
出し、その小数第３位を切り捨てるも
のとする。）の金銭（以下「Ｂ種優先
中間配当金」という。）を支払う。

４ 当銀行は、第36条に定める中間配当
を行うときは、Ｂ種優先株主又はＢ種
優先登録株式質権者に対して、普通株
主及び普通登録株式質権者に先立ち、
Ｂ種優先株式１株につきＢ種優先配当
金の２分の１に相当する額（平成18
年９月30日を基準日とする中間配当
の場合は、円位未満小数第３位まで算
出し、その小数第３位を切り捨てるも
のとする。）の金銭（以下「Ｂ種優先
中間配当金」という。）を支払う。

第12条の２第５号～第12条の２第９号
（省略）

第12条の２第５号～第12条の２第９号
（現行どおり）

（Ｄ種優先株式） （Ｄ種優先株式）
第12条の３ 当銀行の発行するＤ種優先株式

の内容は次のとおりとする。
第12条の３ 当銀行の発行するＤ種優先株式

の内容は次のとおりとする。
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現 行 定 款 変 更 案
（Ｄ種優先配当金） （Ｄ種優先配当金）
１ 当銀行は、定款第38条に定める剰余

金の配当を行うときは、当該剰余金の
配当に係る基準日の最終の株主名簿に
記載又は記録されたＤ種優先株式を有
する株主（以下「Ｄ種優先株主」とい
う。）又はＤ種優先株式の登録株式質
権者（以下「Ｄ種優先登録株式質権
者」という。）に対し、普通株主及び
普通登録株式質権者に先立ち、Ｄ種優
先株式1株につき、Ｄ種優先株式１株
当たりの払込金額相当額（ただし、Ｄ
種優先株式につき、株式の分割、株式
無償割当て、株式の併合又はこれに類
する事由があった場合には、適切に調
整される。）に、Ｄ種優先株式の発行
に先立って取締役会の決議によって定
める配当年率を乗じて算出した額の金
銭（以下「Ｄ種優先配当金」という。）
の配当を行う。配当年率は、８％を上
限とする。ただし、当該基準日の属す
る事業年度においてＤ種優先株主又は
Ｄ種優先登録株式質権者に対して第４
項に定めるＤ種優先中間配当金を支払
ったときは、その額を控除した額とす
る。

１ 当銀行は、定款第35条に定める剰余
金の配当を行うときは、当該剰余金の
配当に係る基準日の最終の株主名簿に
記載又は記録されたＤ種優先株式を有
する株主（以下「Ｄ種優先株主」とい
う。）又はＤ種優先株式の登録株式質
権者（以下「Ｄ種優先登録株式質権
者」という。）に対し、普通株主及び
普通登録株式質権者に先立ち、Ｄ種優
先株式1株につき、Ｄ種優先株式１株
当たりの払込金額相当額（ただし、Ｄ
種優先株式につき、株式の分割、株式
無償割当て、株式の併合又はこれに類
する事由があった場合には、適切に調
整される。）に、Ｄ種優先株式の発行
に先立って取締役会の決議によって定
める配当年率を乗じて算出した額の金
銭（以下「Ｄ種優先配当金」という。）
の配当を行う。配当年率は、８％を上
限とする。ただし、当該基準日の属す
る事業年度においてＤ種優先株主又は
Ｄ種優先登録株式質権者に対して第４
項に定めるＤ種優先中間配当金を支払
ったときは、その額を控除した額とす
る。

第12条の３第２号 （省略） 第12条の３第２号 （現行どおり）
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現 行 定 款 変 更 案
（非参加条項） （非参加条項）
３ Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質

権者に対しては、Ｄ種優先配当金の額
を超えて剰余金の配当を行わない。た
だし、当銀行が行う吸収分割手続の中
で行われる会社法第758条第8号ロ若
しくは同法第760条第７号ロに規定さ
れる剰余金の配当又は当銀行が行う新
設分割手続の中で行われる同法第763
条第12号ロ若しくは第765条第１項第
８号ロに規定される剰余金の配当につ
いてはこの限りではない。

３ Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質
権者に対しては、Ｄ種優先配当金の額
を超えて剰余金の配当を行わない。た
だし、当銀行が行う吸収分割手続の中
で行われる会社法第758条第8号ロ若
しくは同法第760条第７号ロに規定さ
れる剰余金の配当又は当銀行が行う新
設分割手続の中で行われる同法第763
条第１項第12号ロ若しくは第765条第
１項第８号ロに規定される剰余金の配
当についてはこの限りではない。

（Ｄ種優先中間配当金） （Ｄ種優先中間配当金）
４ 当銀行は、第39条に定める中間配当

をするときは、当該中間配当に係る基
準日の最終の株主名簿に記載又は記録
されたＤ種優先株主又はＤ種優先登録
株式質権者に対し、普通株主及び普通
登録株式質権者に先立ち、Ｄ種優先株
式１株につき、Ｄ種優先配当金の額の
２分の１を上限とする金銭（以下「Ｄ
種優先中間配当金」という。）を支払
う。

４ 当銀行は、第36条に定める中間配当
をするときは、当該中間配当に係る基
準日の最終の株主名簿に記載又は記録
されたＤ種優先株主又はＤ種優先登録
株式質権者に対し、普通株主及び普通
登録株式質権者に先立ち、Ｄ種優先株
式１株につき、Ｄ種優先配当金の額の
２分の１を上限とする金銭（以下「Ｄ
種優先中間配当金」という。）を支払
う。

第12条の３第５号～第12条の３第10号
（省略）

第12条の３第５号～第12条の３第10号
（現行どおり）

（Ｅ種優先株式） （Ｅ種優先株式）
第12条の４ 当銀行の発行するＥ種優先株式

の内容は次のとおりとする。
第12条の４ 当銀行の発行するＥ種優先株式

の内容は次のとおりとする。
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現 行 定 款 変 更 案
（Ｅ種優先配当金） （Ｅ種優先配当金）
１ 当銀行は、第38条に定める剰余金の

配当を行うときは、当該剰余金の配当
に係る基準日の最終の株主名簿に記載
又は記録されたＥ種優先株式を有する
株主（以下「Ｅ種優先株主」という。）
又はＥ種優先株式の登録株式質権者
（以下「Ｅ種優先登録株式質権者」と
いう。）に対し、普通株主及び普通登
録株式質権者に先立ち、Ｅ種優先株式
１株につき、Ｅ種優先株式１株当たり
の払込金額相当額（ただし、Ｅ種優先
株式につき、株式の分割、株式無償割
当て、株式の併合又はこれに類する事
由があった場合には、適切に調整され
る。）に、Ｅ種優先株式の発行に先立
って取締役会の決議によって定める配
当年率を乗じて算出した額の金銭（以
下「Ｅ種優先配当金」という。）の配
当を行う。配当年率は、８％を上限と
する。ただし、当該基準日の属する事
業年度においてＥ種優先株主又はＥ種
優先登録株式質権者に対して第４項に
定めるＥ種優先中間配当金を支払った
ときは、その額を控除した額とする。

１ 当銀行は、第35条に定める剰余金の
配当を行うときは、当該剰余金の配当
に係る基準日の最終の株主名簿に記載
又は記録されたＥ種優先株式を有する
株主（以下「Ｅ種優先株主」という。）
又はＥ種優先株式の登録株式質権者
（以下「Ｅ種優先登録株式質権者」と
いう。）に対し、普通株主及び普通登
録株式質権者に先立ち、Ｅ種優先株式
１株につき、Ｅ種優先株式１株当たり
の払込金額相当額（ただし、Ｅ種優先
株式につき、株式の分割、株式無償割
当て、株式の併合又はこれに類する事
由があった場合には、適切に調整され
る。）に、Ｅ種優先株式の発行に先立
って取締役会の決議によって定める配
当年率を乗じて算出した額の金銭（以
下「Ｅ種優先配当金」という。）の配
当を行う。配当年率は、８％を上限と
する。ただし、当該基準日の属する事
業年度においてＥ種優先株主又はＥ種
優先登録株式質権者に対して第４項に
定めるＥ種優先中間配当金を支払った
ときは、その額を控除した額とする。

第12条の４第２号 （省略） 第12条の４第２号 （現行どおり）

（非参加条項） （非参加条項）
３ Ｅ種優先株主又はＥ種優先登録株式質

権者に対しては、Ｅ種優先配当金の額
を超えて剰余金の配当を行わない。た
だし、当銀行が行う吸収分割手続の中
で行われる会社法第758条第８号ロ若
しくは同法第760条第７号ロに規定さ
れる剰余金の配当又は当銀行が行う新
設分割手続の中で行われる同法第763
条第12号ロ若しくは第765条第１項第
８号ロに規定される剰余金の配当につ
いてはこの限りではない。

３ Ｅ種優先株主又はＥ種優先登録株式質
権者に対しては、Ｅ種優先配当金の額
を超えて剰余金の配当を行わない。た
だし、当銀行が行う吸収分割手続の中
で行われる会社法第758条第８号ロ若
しくは同法第760条第７号ロに規定さ
れる剰余金の配当又は当銀行が行う新
設分割手続の中で行われる同法第763
条第１項第12号ロ若しくは第765条第
１項第８号ロに規定される剰余金の配
当についてはこの限りではない。
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現 行 定 款 変 更 案
（Ｅ種優先中間配当金） （Ｅ種優先中間配当金）
４ 当銀行は、第39条に定める中間配当

をするときは、当該中間配当に係る基
準日の最終の株主名簿に記載又は記録
されたＥ種優先株主又はＥ種優先登録
株式質権者に対し、普通株主及び普通
登録株式質権者に先立ち、Ｅ種優先株
式１株につき、Ｅ種優先配当金の額の
２分の１を上限とする金銭（以下「Ｅ
種優先中間配当金」という。）を支払
う。

４ 当銀行は、第36条に定める中間配当
をするときは、当該中間配当に係る基
準日の最終の株主名簿に記載又は記録
されたＥ種優先株主又はＥ種優先登録
株式質権者に対し、普通株主及び普通
登録株式質権者に先立ち、Ｅ種優先株
式１株につき、Ｅ種優先配当金の額の
２分の１を上限とする金銭（以下「Ｅ
種優先中間配当金」という。）を支払
う。

第12条の４第５号～第12条の４第11号
（省略）

第12条の４第５号～第12条の４第11号
（現行どおり）

（新 設） （Ｆ種優先株式）
第12条の５ 当銀行の発行するＦ種優先株式

の内容は次のとおりとする。

（Ｆ種優先配当金）
１ 当銀行は、第35条に定める剰余金の

配当を行うときは、当該剰余金の配当
に係る基準日の最終の株主名簿に記載
又は記録されたＦ種優先株式を有する
株主（以下「Ｆ種優先株主」という。）
又はＦ種優先株式の登録株式質権者
（以下「Ｆ種優先登録株式質権者」と
いう。）に対し、普通株主及び普通登
録株式質権者に先立ち、Ｆ種優先株式
１株につき、Ｆ種優先株式１株当たり
の払込金額相当額（ただし、Ｆ種優先
株式につき、株式の分割、株式無償割
当て、株式の併合又はこれに類する事
由があった場合には、適切に調整され
る。）に、Ｆ種優先株式の発行に先立
って取締役会の決議によって定める配
当年率を乗じて算出した額の金銭（以
下「Ｆ種優先配当金」という。）の配
当を行う。配当年率は、8％を上限と
する。ただし、当該基準日の属する事
業年度においてＦ種優先株主又はＦ種
優先登録株式質権者に対して第４項に
定めるＦ種優先中間配当金を支払った
ときは、その額を控除した額とする。
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現 行 定 款 変 更 案
（非累積条項）
２ ある事業年度においてＦ種優先株主又

はＦ種優先登録株式質権者に対してす
る剰余金の配当の額がＦ種優先配当金
の額に達しないときは、その不足額は
翌事業年度以降に累積しない。

（非参加条項）
３ Ｆ種優先株主又はＦ種優先登録株式質

権者に対しては、Ｆ種優先配当金の額
を超えて剰余金の配当を行わない。た
だし、当銀行が行う吸収分割手続の中
で行われる会社法第758条第８号ロ若
しくは同法第760条第７号ロに規定さ
れる剰余金の配当又は当銀行が行う新
設分割手続の中で行われる同法第763
条第１項第12号ロ若しくは第765条第
１項第８号ロに規定される剰余金の配
当についてはこの限りではない。

（Ｆ種優先中間配当金）
４ 当銀行は、第36条に定める中間配当

をするときは、当該中間配当に係る基
準日の最終の株主名簿に記載又は記録
されたＦ種優先株主又はＦ種優先登録
株式質権者に対し、普通株主及び普通
登録株式質権者に先立ち、Ｆ種優先株
式１株につき、Ｆ種優先配当金の額の
２分の１を上限とする金銭（以下「Ｆ
種優先中間配当金」という。）を支払
う。

（残余財産の分配）
５ 当銀行は、残余財産を分配するとき

は、Ｆ種優先株主又はＦ種優先登録株
式質権者に対し、普通株主及び普通登
録株式質権者に先立ち、Ｆ種優先株式
１株につき、Ｆ種優先株式１株当たり
の払込金額相当額を踏まえてＦ種優先
株式の発行に先立って取締役会の決議
によって定める額の金銭を支払う。Ｆ
種優先株主又はＦ種優先登録株式質権
者に対しては、このほか、残余財産の
分配は行わない。
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現 行 定 款 変 更 案
（議決権）
６ Ｆ種優先株主は、株主総会において、

議決権を有しない。
（種類株主総会）
７ 法令に別段の定めがある場合を除き、

当銀行が会社法第322条第１項各号に
掲げる行為をする場合においても、Ｆ
種優先株主を構成員とする種類株主総
会の決議を要しない。

（株式の分割又は併合及び株式無償割当て）
８ 株式の分割又は併合を行うときは、普

通株式及びＦ種優先株式の種類ごと
に、同時に同一の割合で行う。株式無
償割当てを行うときは、普通株式及び
Ｆ種優先株式の種類ごとに、当該種類
の株式の無償割当てを、同時に同一の
割合で行う。

（金銭を対価とする取得条項）
９ 当銀行は、Ｆ種優先株式の発行に先立

って取締役会の決議によって定める事
由が生じた場合に取締役会が別に定め
る日が到来したときは、法令上可能な
範囲で、Ｆ種優先株式の全部又は一部
を取得することができる。この場合、
当銀行は、かかるＦ種優先株式を取得
するのと引換えに、下記②に定める財
産をＦ種優先株主に対して交付するも
のとする。なお、Ｆ種優先株式の一部
を取得するときは、按分比例の方法に
よる。
② 当銀行は、Ｆ種優先株式の取得と
引換えに、Ｆ種優先株式１株につき、
Ｆ種優先株式の払込金額相当額を踏ま
えてＦ種優先株式の発行に先立って取
締役会の決議によって定める額の金銭
を交付する。
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現 行 定 款 変 更 案
（普通株式を対価とする取得条項）
10 当銀行は、F種優先株式の発行に先立

って取締役会の決議によって定める日
をもって、当該日までに当銀行に取得
されていないＦ種優先株式の全てを取
得する。この場合、当銀行は、かかる
Ｆ種優先株式を取得するのと引換え
に、各Ｆ種優先株主に対し、その有す
るＦ種優先株式数にＦ種優先株式１株
当たりの払込金額相当額（ただし、Ｆ
種優先株式につき、株式の分割、株式
無償割当て、株式の併合又はこれに類
する事由があった場合には、適切に調
整される。）を乗じた額を普通株式の
時価で除した数の普通株式を交付する
ものとし、その詳細はＦ種優先株式の
発行に先立って取締役会の決議によっ
て定める。当該取締役会では、交付す
べき普通株式数の上限の算定方法を定
めることができる。Ｆ種優先株式の取
得と引換えに交付すべき普通株式の数
に１株に満たない端数がある場合に
は、会社法第234条に従ってこれを取
り扱う。

（譲渡制限）
11 Ｆ種優先株式を譲渡により取得するこ

とについては当銀行取締役会の承認を
要する。

（優先順位）
第12条の５ Ｂ種優先株式、Ｄ種優先株式及

びＥ種優先株式に係る優先配当金、優
先中間配当金及び残余財産の分配にお
ける支払順位は同順位とする。

（優先順位）
第12条の６ Ｂ種優先株式、Ｄ種優先株式、

Ｅ種優先株式及びＦ種優先株式に係る
優先配当金、優先中間配当金及び残余
財産の分配における支払順位は同順位
とする。
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現 行 定 款 変 更 案
（新 設） （自己株式取得）

第12条の７ 当銀行はＥ種優先株式及びＦ種
優先株式における会社法第459条第１
項第１号に定める事項については、取
締役会の決議によって定めることがで
きる。

第13条～第18条 （省略） 第13条～第18条 （現行どおり）
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第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除
く。）９名選任の件

当行は、第２号議案「定款一部変更の件(監査等委員会設置会社移行に係る規
定の新設等）」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたしま
す。
つきましては、取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了とな

りますが、監査等委員会設置会社移行に伴う取締役会から取締役への権限移譲に
対応するため、取締役を増員し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）９
名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案は、第２号議案「定款一部変更の件（監査等委員会設置会社移行

に係る規定の新設等）」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたしま
す。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 生年月日 現在の

当行における地位

1 再 任
ご ん ど う あつし

権藤 淳 1952年４月30日 代表取締役頭取

2 再 任
まき の ぐん じ

牧野 郡二 1959年２月14日 代表取締役専務

3 再 任
わた なべ やす ふみ

渡部 悌史 1959年３月22日 常務取締役

4 再 任
つ る ひろ ふみ

都留 裕文 1960年１月21日 取締役

5 再 任
さ とう まさ ひろ

佐藤 真広 1964年２月19日 取締役

6 再 任
はま の のり お

浜野 法生 1965年３月４日 取締役

7 新 任
さ とう なお たけ

佐藤 直威 1966年12月21日 執行役員融資部長

8 再 任
あ か ま つ け ん い ち ろ う

赤松 健一郎 社 外 1949年５月27日 取締役

9 再 任
わ た な べ ひ ろ こ

渡邊 博子 社 外 1965年８月28日 取締役
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候補者番号

1
ごん どう あつし

権藤 淳
（1952年４月30日生）

再 任 所有する当行の株式の種類及び数
普通株式 16,100株

■ 略歴、当行における地位、担当（重要な兼職の状況）
2002年８月 株式会社ジェーシービー入社
2004年６月 同社執行役員開発本部長兼企画

部長
2006年６月 同社取締役兼執行役員市場開発

本部長
2007年６月 同社取締役兼執行役員マーケテ

ィング本部長
2009年３月 株式会社ジェーシービー退社
2009年５月 当行入行 顧問
2009年６月 当行代表取締役専務 経営管理

部（統括）、人事部（統括）、監
査部担当

2010年６月 当行代表取締役専務 経営管理
部（統括）、監査部、審査部担
当

2012年６月 当行代表取締役頭取 経営管理
部（統括）、人事部（統括）、営
業統括部（統括）担当

2014年６月 当行代表取締役頭取 総合企画
部（統括）、人事部（統括）、営
業統括部（統括）担当

2016年６月 当行代表取締役頭取 総合企画
部（統括）、人事部（統括）、営
業統括部（統括）、お客さま支
援部（統括）担当

2019年６月 当行代表取締役頭取 総合企画
部（統括）、営業統括部（統
括）、お客さま支援部（統括）
担当

2020年７月 当行代表取締役頭取 総合企画
部（統括）、営業統括部（統
括）、お客さま支援部（統括）、
ソリューション支援部（統括）
担当

2022年 6 月 当行代表取締役頭取 営業統括
部（統括）、お客さま支援部
（統括）、ソリューション支援部
（統括）担当
現在に至る

■ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者とした理由
当行取締役頭取として経営経験も豊富であり、その経験や知見を当行取締役会において活かす
ことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、候補者としま
した。
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候補者番号

2
まき の ぐん じ

牧野 郡二
（1959年２月14日生）

再 任 所有する当行の株式の種類及び数
普通株式 5,100株

■ 略歴、当行における地位、担当（重要な兼職の状況）
1981年４月 当行入行
1998年６月 当行東京事務所長
2002年１月 当行大道支店長
2005年６月 当行佐伯支店長
2006年５月 当行経営管理部副部長
2006年６月 当行経営管理部長
2009年７月 当行執行役員経営管理部長
2010年６月 当行取締役 経営管理部、証券

国際部担当
2013年６月 当行取締役 経営管理部、人事

部担当
2014年６月 当行取締役 総合企画部、人事

部担当
2015年６月 当行常務取締役 総合企画部、

人事部担当

2018年６月 当行常務取締役 総合企画部、
人事部、証券国際部担当

2019年６月 当行常務取締役 総合企画部、
コンプライアンス統括部、証券
国際部担当

2020年６月 当行常務取締役 証券国際部
(統括)、総合企画部、コンプラ
イアンス統括部担当

2021年６月 当行常務取締役 総合企画部、
コンプライアンス統括部、監査
部担当

2022年６月 当行代表取締役専務 総合企画
部（統括）、監査部、人事部、
融資部担当
現在に至る

■ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者とした理由
営業店長、経営企画部門を歴任し、業務全般を熟知しております。その豊富な経験や知見を当
行取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待
できるため、候補者としました。

候補者番号

3
わた なべ やす ふみ

渡部 悌史
（1959年３月22日生）

再 任 所有する当行の株式の種類及び数
普通株式 5,700株

■ 略歴、当行における地位、担当（重要な兼職の状況）
1984年４月 当行入行
2005年５月 当行人事部副部長
2006年６月 当行人事部長
2009年４月 当行別府支店長
2010年４月 当行監査部副部長
2010年６月 当行監査部長
2012年４月 当行事務統括部長

2012年６月 当行執行役員事務統括部長
2015年６月 当行取締役事務統括部長
2019年６月 当行常務取締役事務統括部長、

監査部担当
2021年６月 当行常務取締役事務統括部長
2022年６月 当行常務取締役事務統括部長、

コンプライアンス統括部担当
現在に至る

■ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者とした理由
営業店長、人事部長、監査部長、事務統括部長を歴任し、その豊富な経験や知見を当行取締役

会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるた
め、候補者としました。
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候補者番号

4
つ る ひろ ふみ

都留 裕文
（1960年１月21日生）

再 任 所有する当行の株式の種類及び数
普通株式 4,200株

■ 略歴、当行における地位、担当（重要な兼職の状況）
1982年４月 当行入行
2000年１月 当行大在支店長
2002年４月 当行杵築支店長
2005年５月 当行営業推進部副部長
2008年７月 当行宇佐支店長
2010年４月 当行営業統括部副部長
2012年４月 当行営業統括部長兼ローンプラ

ザ長
2014年６月 当行執行役員営業統括部長兼営

業統括部個人融資業務室長
2015年４月 当行執行役員営業統括部長兼営

業統括部個人融資業務室長兼営
業統括部地方創生推進室長

2015年６月 当行上席執行役員営業統括部長
兼営業統括部個人融資業務室長
兼営業統括部地方創生推進室長

2016年１月 当行上席執行役員営業統括部長
兼営業統括部地方創生推進室長

2016年６月 当行取締役お客さま支援部長、
営業統括部担当

2020年７月 当行取締役ソリューション支援
部長、お客さま支援部担当

2021年４月 当行取締役 お客さま支援部、
ソリューション支援部担当

2021年６月 当行取締役 お客さま支援部、
ソリューション支援部、証券国
際部担当

2022年６月 当行取締役 お客さま支援部、
ソリューション支援部、資金証
券部担当
現在に至る

■ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者とした理由
営業店長、営業統括部長、お客さま支援部長、ソリューション支援部長を歴任し、その豊富な
経験や知見を当行取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実
効性強化が期待できるため、候補者としました。

候補者番号

5
さ とう まさ ひろ

佐藤 真広
（1964年２月19日生）

再 任 所有する当行の株式の種類及び数
普通株式 2,100株

■ 略歴、当行における地位、担当（重要な兼職の状況）
1987年４月 当行入行
2007年10月 当行日出支店長
2009年10月 当行鶴崎支店長
2012年４月 当行福岡支店長
2014年12月 当行別府支店長
2015年６月 当行執行役員別府支店長

2016年６月 当行執行役員本店営業部長
2018年７月 当行上級執行役員本店営業部長
2019年６月 当行取締役本店営業部長
2020年７月 当行取締役営業統括部長兼営業

統括部地方創生推進室長
現在に至る

■ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者とした理由
営業店長、営業統括部長を歴任し、その豊富な経験や知見を当行取締役会において活かすこと

により、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、候補者としまし
た。
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候補者番号

6
はま の のり お

浜野 法生
（1965年３月４日生）

再 任 所有する当行の株式の種類及び数
普通株式 1,700株

■ 略歴、当行における地位、担当（重要な兼職の状況）
1987年４月 当行入行
2009年４月 当行事務統括部長
2012年４月 当行経営管理部（現総合企画

部）担当部長
2014年６月 当行総合企画部長
2017年６月 当行執行役員総合企画部長兼総

合企画部次期システム推進室長
兼営業統括部地方創生推進室

2019年４月 当行執行役員総合企画部長兼営
業統括部地方創生推進室

2020年７月 当行上級執行役員総合企画部長
兼営業統括部地方創生推進室

2020年10月 当行上級執行役員総合企画部長
兼ＩＴ戦略室長兼営業統括部地
方創生推進室

2022年 6 月 当行取締役総合企画部長兼ＩＴ
戦略室長
現在に至る

■ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者とした理由
事務統括部長、総合企画部長を歴任し、その豊富な経験や知見を当行取締役会において活かす

ことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、候補者としま
した。

候補者番号

7
さ とう なお たけ

佐藤 直威
（1966年12月21日生）

新 任 所有する当行の株式の種類及び数
普通株式 －株

■ 略歴、当行における地位、担当（重要な兼職の状況）
1990年４月 当行入行
2010年４月 新別府支店長
2016年４月 当行融資部兼融資部企業支援室

長兼営業統括部地方創生推進室
2020年７月 当行執行役員融資部長兼融資部

企業支援室長兼営業統括部地方
創生推進室

2022年４月 当行執行役員融資部長兼営業統
括部地方創生推進室
現在に至る

■ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者とした理由
営業店長、融資部長を歴任し、その豊富な経験や知見を当行取締役会において活かすことによ

り、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、候補者としました。
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候補者番号

8
あか まつ けん いち ろう

赤松 健一郎
（1949年５月27日生）

再 任 社 外 所有する当行の株式の種類及び数
普通株式 1,100株

■ 略歴、当行における地位、担当（重要な兼職の状況）
1975年４月 三和酒類株式会社入社
1997年10月 同社代表取締役専務
2003年10月 同社代表取締役副社長
2005年10月 同社代表取締役社長
2006年10月 当行「経営評価委員会」委員

2009年10月 三和酒類株式会社代表取締役会
長

2016年６月 当行取締役
2019年10月 三和酒類株式会社相談役

現在に至る

（重要な兼職の状況）
三和酒類株式会社相談役

■ 社外取締役候補者とした理由
民間企業の役員及び代表者としての豊富なビジネス経験と幅広い見識を、客観的な観点から当

行の経営全般に反映していただくため、社外取締役候補者としました。

候補者番号

9
わた なべ ひろ こ

渡邊 博子
（1965年８月28日生）

再 任 社 外 所有する当行の株式の種類及び数
普通株式 1,400株

■ 略歴、当行における地位、担当（重要な兼職の状況）
2006年４月 城西大学現代政策学部助教授
2010年４月 城西国際大学大学院国際アドミ

ニストレーション研究科兼任
2015年４月 城西大学現代政策学部教授
2017年３月 城西大学現代政策学部退職

2017年４月 大分大学経済学部教授
2019年６月 当行取締役

現在に至る

（重要な兼職の状況）
大分大学経済学部教授

■ 社外取締役候補者とした理由
大学教授として長年培ってきた豊富な知識と幅広い見識を有しており、客観的な観点から当行

の経営全般に対して助言していただくことを期待しております。なお、同氏は過去に社外役員に
なること以外の方法で会社の経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由により取締
役として職務を適切に果たすことができると判断し、社外取締役候補者としました。
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（注）１．各候補者と当行との間には、特別の利害関係はありません。
２．赤松健一郎氏及び渡邊博子氏は、社外取締役候補者であります。なお、
当行は赤松健一郎氏及び渡邊博子氏を福岡証券取引所の定めに基づく独
立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

３．赤松健一郎氏及び渡邊博子氏は現任の社外取締役であり、両氏の社外取
締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって赤松健一郎氏が
７年、渡邊博子氏が４年となります。

４．当行は赤松健一郎氏及び渡邊博子氏との間で、会社法第427条第1項の
規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定
契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令
が定める最低責任限度額としております。なお、両氏の再任が承認され
た場合、当行は当該契約を継続する予定であります。

５．当行は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等
賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者が
会社の職務執行に関して行った行為に起因して損害賠償請求がなされた
ことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等の損害について補
填対象とするものであります。なお、各候補者が取締役（監査等委員を
除く）に就任した場合には、当該保険契約の被保険者となる予定であ
り、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。
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第５号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
当行は、第２号議案「定款一部変更の件（監査等委員会設置会社移行に係る規
定の新設等）」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたしま
す。
つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じ
ます。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
本議案は、第２号議案「定款一部変更の件（監査等委員会設置会社移行に係る

規定の新設等」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 生年月日 現在の

当行における地位

1 新 任
さ とう とし あき

佐藤 俊明 1960年２月８日 常勤監査役

2 新 任
かわ の てつ ろう

河野 哲郎 1963年２月23日 －

3 新 任
はた の まさ お

秦野 真郎 1973年１月23日 －
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候補者番号

1
さ とう とし あき

佐藤 俊明
（1960年２月８日生）

新 任 所有する当行の株式の種類及び数
普通株式 5,700株

■ 略歴、当行における地位（重要な兼職の状況）
1982年４月 当行入行
2006年６月 当行経営管理部副部長兼リスク

統括室長
2006年10月 当行コンプライアンス統括部長

2010年６月 当行経営管理部長
2012年６月 当行執行役員経営管理部長
2014年６月 当行常勤監査役

現在に至る

■ 監査等委員である取締役（常勤監査等委員）候補者とした理由
コンプライアンス統括部長、経営管理部長、常勤監査役を歴任し、当行取締役の職務の執行監
査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる豊富な経験と知見を有する者と認められるこ
とから、候補者としました。

候補者番号

2
かわ の てつ ろう

河野 哲郎
（1963年２月23日生）

新 任 所有する当行の株式の種類及び数
普通株式 －株

■ 略歴、当行における地位（重要な兼職の状況）
1987年11月 大分県採用
2015年５月 商工労働部商工労働企画課総務

企画監
2016年４月 商工労働部企業立地推進課長
2018年４月 商工労働部商工労働企画課長

2019年４月 大分県西部振興局長
2021年５月 商工観光労働部理事兼審議監
2022年４月 監査委員事務局長
2023年３月 大分県退職

現在に至る

■ 監査等委員である取締役（常勤監査等委員、社外取締役）候補者とした理由
商工観光労働部理事兼審議監、監査委員事務局長を歴任されており、大分県在職中の豊富な経

験と幅広い見識に基づき、当行の監査機能や取締役会における意思決定・監査機能の実効性強化
に貢献いただけると判断し、候補者としました。
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候補者番号

3
はた の まさ お

秦野 真郎
（1973年１月23日生）

新 任 所有する当行の株式の種類及び数
普通株式 －株

■ 略歴（重要な兼職の状況）
2000年 1 月 秦野会計事務所入所
2004年３月 税理士開業登録

現在に至る

■ 監査等委員である取締役（監査等委員、社外取締役）候補者とした理由
長年の税理士として培われた財務知識と幅広い見識を活かし、大局的かつ専門的な見地からの

監査を期待しております。業務執行に対する独立した立場で、監査機能や取締役会における意思
決定・監査機能の実効性強化に貢献いただけるものと判断し、候補者としました。

（注）１．候補者と当行との間には、特別の利害関係はありません。
２．河野哲郎氏および秦野真郎氏は、社外取締役候補者であります。なお、
当行は河野哲郎氏および秦野真郎氏につきましては、本議案が承認され
た場合、福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出る予定でありま
す。

３．第２号議案「定款一部変更の件（監査等委員会設置会社移行に係る規定
の新設等）」が承認可決されることを条件として、佐藤俊明氏、河野哲
郎氏及び秦野真郎氏の監査等委員である取締役としての選任が承認され
た場合は、各氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法
第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定でありま
す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任
限度額としております。

４．当行は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等
賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者が
会社の職務執行に関して行った行為に起因して損害賠償請求がなされた
ことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等の損害について補
填対象とするものであります。なお、各候補者が監査等委員である取締
役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者となる予定であり、任
期途中に当該保険契約を更新する予定であります。
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第６号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
当行は、第２号議案「定款一部変更の件（監査等委員会設置会社移行に係る規

定の新設等）」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたしま
す。
つきましては、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、

補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

ふる しょう けん じ

古庄 研二
（1965年３月22日生）

所有する当行の株式の種類及び数
普通株式 －株

■ 略歴（重要な兼職の状況）
1996年10月 朝日監査法人（現 有限責任

あずさ監査法人）大分事務所入
社

2006年11月 古庄公認会計士事務所開業登録

2012年12月 古庄研二税理士事務所開業登録
2020年11月 古庄社会保険労務士事務所開業

登録
現在に至る

（注）１．候補者と当行との間には、特別の利害関係はありません。
２．古庄研二氏は、補欠の監査等委員である取締役候補者であります。
３．古庄研二氏を補欠の監査等委員である取締役候補者とした理由は、長年
の公認会計士として培われた財務知識と幅広い見識を活かし、当行の監
査体制に反映していただくことを期待したためであります。

４．古庄研二氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、会社法第
427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限
定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任の限
度額は、法令が定める最低責任限度額であります。

５．当行は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等
賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約は、被保険者が会
社の役員として行った行為に起因して負担する法律上の損害賠償責任に
基づく賠償金、争訟費用等の損害について補填対象とするものでありま
す。なお、古庄研二氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、
当該保険契約の被保険者に含められることになります。

６．当行は、古庄研二氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、福
岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出
る予定であります。
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第７号議案 取締役（監査等委員である取締役を除
く。）の報酬等の額決定の件

当行の取締役の報酬等の額は、2006年６月29日開催の定時株主総会におい
て、月額７百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）
とご決議いただき今日に至っておりますが、第２号議案「定款一部変更の件（監
査等委員会設置会社移行に係る規定の新設等）」の承認可決を条件として、当行
は監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、会社法第361条第１
項および第２項の定めに従い、現在の取締役の報酬枠を廃止するとともに、取締
役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬の定めを月額から年額に変更し、
その報酬等の額を、その後の経済情勢の変化、当行の事業規模及び今後の動向等
を総合的に勘案いたしまして、年額120百万円以内（ただし、使用人兼務取締役
の使用人分給与は含まない。うち社外取締役分は年額６百万円以内）と定めるこ
ととさせていただきたいと存じます。
本議案をご承認いただいた場合、事業報告14頁に記載した「取締役の報酬等
の決定に関する基本方針」については、その対象者を「取締役」から「取締役
（監査等委員である取締役を除く。)」に変更することとしておりますが、本議案
については、変更後の基本方針にも沿うものであり、相当な内容であると判断し
ております。
現在の取締役は８名（うち社外取締役２名）でありますが、第２号議案「定款

一部変更の件（監査等委員会設置会社移行に係る規定の新設等）」および第４号
議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)９名選任の件」が原案どおり承
認可決されますと、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は９名（うち社
外取締役２名）となります。
なお、本議案の決議の効力は、第２号議案「定款一部変更の件（監査等委員会

設置会社移行に係る規定の新設等）」の効力が生じた時をもって生じるものとい
たします。
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第８号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決
定の件

第２号議案「定款一部変更の件（監査等委員会設置会社移行に係る規定の新設
等）」の承認可決を条件として、当行は監査等委員会設置会社へ移行いたします。
つきましては、会社法第361条第1項および第２項の定めに従い、監査等委員で

ある取締役の報酬等の額を、昨今の経済情勢の変化等諸般の事情も考慮いたしまし
て、年額30百万円以内と定めることとさせていただきたいと存じます。
本議案については、当行の事業規模、監査等委員である取締役の人数及び他社水

準等を総合的に勘案のうえ、取締役会にて決定しており、相当な内容であると判断
しております。
第２号議案「定款一部変更の件（監査等委員会設置会社移行に係る規定の新設

等）」および第５号議案「監査等委員である取締役３名選任の件」が原案どおり承
認可決されますと、監査等委員である取締役は３名となります。
なお、本議案の決議の効力は、第２号議案「定款一部変更の件（監査等委員会設

置会社移行に係る規定の新設等）」の効力が生じた時をもって生じるものといたし
ます。

以 上
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トキハ

至佐伯国道10号線

オアシス
ひろば21

大分駅

春日町小

王子中

ローソン

至別府

明林堂書店

豊和銀行本店
８階会議室

至
佐
伯

大分中央警察署

駄の原
豊和銀行前

王子神社前

第105回 定時株主総会会場ご案内図
株式会社豊和銀行本店８階会議室

大分市王子中町4番10号
電話（097）534-2611

交通のご案内 大分駅前から大分交通バス乗車
（春日神社経由）県立図書館行き 王子神社前降車
（西春日町経由）スカイタウン高崎行き 駄の原豊和銀行前降車
（西春日町経由）東八幡行き 駄の原豊和銀行前降車

お願い 当日は駐車場の不足が予想されますので、公共交通機関をご利用
いただきますようお願い申し上げます。
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